
神戸市指定介護保険サービス事業所の運営にあたって

令和７年度 集団指導（概要）

2026年3月 神戸市福祉局監査指導部

１ 介護保険制度における指導監督

２ 自己点検

３ 質問に関するお願い



１ 介護保険制度における指導監督

（厚生労働省HP：介護人材確保に向けた取組
「第9期介護保険事業計画に基づく介護人材の必要数について（令和6年7月12日）」別紙１より）

（１）介護需要の増加見込
人材が不足する中でも質の高いサービス提供が求められる
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（２）指導監督の流れ

神戸市指定介護保険サービス事業所の運営にあたって

１ 介護保険制度における指導監督

指 導
（法第23条・第24条）

監 査
（法第76条他）

公正・適切な措置
（法第76条の2 ,法第77条他）

周知の徹底

集団指導 運営指導

・介護給付等対象
サービスの取り扱い
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１ 介護保険制度における指導監督

※表示は昨年度のページです。

（３）集団指導
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１ 介護保険制度における指導監督

（４）運営基準

「運営基準」とは、介護保険法に基づいて厚生労働省が発出
する省令などを指し、介護保険に基づく事業を運営する事業
者が、遵守しなければならないルールです。

運営基準には、人員・設備・運営に関する項目があり、これ
らを遵守できていない場合は減算や指定取消などのペナル
ティが課せられることになります。
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（５）法令等の構造

神戸市指定介護保険サービス事業所の運営にあたって

法律
政令
省令
告示
通知

事務連絡、Q&A

介護保険法

介護保険法施行令

介護保険法施行規則、「指定居宅サービス等の事業の人員、
設備及び運営に関する基準」 など

厚生労働大臣が定める基準、「指定地域密着型サービス
に要する費用の額の算定に関する基準」 など

厚生労働省部局通知 など

こ
こ
ま
で
が
「
法
令
」

１ 介護保険制度における指導監督
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１ 介護保険制度における指導監督
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２ 自己点検

神戸市指定介護保険サービス事業所の運営にあたって

「運営基準」に則した運営ができているかどうかについては、自己点検

シートなどを活用することにより定期的に確認してください。

市ホームページにサービス種別

ごとに掲載しています。

自己点検シートは、
運営指導の際には事前提出
をお願いしています！
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※加算の算定要件は特に注意してください

厚生労働省通知では、

・算定要件を１つでも満たしていない場合

・解釈通知に即したサービス提供を実施していないことにより、加算

本来の趣旨を満たしていない場合

には、返還対象となる旨規定されています。

さらに、悪質と判断された場合は、厳しい処分になる

こともありますので、十分に注意し点検してください。

２ 自己点検
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３ 事業所からの質問

検索画面で
「神戸市 介護 質問」
と入力し、左のページを
表示

「質問フォーム」を
クリックすると
入力画面へ移行します
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必要事項を入力したら、ページの
一番下の「ν 確認」をクリック
すると送信されます

３ 事業所からの質問

お急ぎの場合は件名の前に
【至急】と入力してください
※なるべく早く回答しますが、10営業日
程度の所要日数は変わりません。
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こちらは一般向けの
問い合わせフォームです
※指定介護事業所は専用フォームを

使用してください。

３ 事業所からの質問



ご視聴ありがとうございました。
引き続き各動画・ホームページに掲載の資料をご確認
ください。


